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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガス燃焼式の給湯部と、前記給湯部の運転を制御するためのコントローラとを有する給
湯機を備え、前記コントローラと通信可能に接続されるリモコンとを備えた入浴情報シス
テムであって、
　前記リモコンにおいて、入浴時の湯量と湯温又は入浴時間を設定可能であると共に、入
浴時間が標準値である標準入浴コースと前記入浴時間が前記標準値とは異なる他の入浴コ
ースとを含む複数の入浴コースから選択される一の入浴コースを設定可能に構成されて、
前記リモコンが入浴情報設定手段として働くとともに、
　前記リモコンにおいて、前記入浴情報設定手段で設定される設定情報に基づいて、
　前記設定情報として前記入浴時の湯量と湯温が設定された場合に、入浴条件として、入
浴者の深部体温の日内変動における最高温度付近を０.５℃以上１.０℃以下上昇させる入
浴時間を提示し、
　前記設定条件として前記入浴時間が設定された場合に、入浴条件として、入浴者の深部
体温の日内変動における最高温度付近を０.５℃以上１.０℃以下上昇させる入浴時の湯量
と湯温を提示し、
　前記設定情報として前記入浴コースが設定された場合に、入浴条件として、入浴者の深
部体温の日内変動における最高温度付近を０.５℃以上１.０℃以下上昇させる入浴時の湯
量と湯温と入浴時間との組合せを提示するように構成されて、前記リモコンが提示手段と
して働く入浴情報システム。
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【請求項２】
　就寝予定時刻又は起床予定時刻を入力する睡眠時刻入力手段が設けられ、
　前記提示手段が、前記睡眠時刻入力手段の入力情報に基づいて、前記入浴条件として入
浴時刻を提示するように構成されている請求項１に記載の入浴情報システム。
【請求項３】
　前記入浴者の深部体温の日内変動を測定する日内変動測定手段として、前記入浴者に携
帯可能で前記入浴者の耳、舌下、及び腋下のうち何れかの温度を測定可能な体温測定器が
設けられ、
　前記提示手段が、前記入浴条件として、前記日内変動測定手段にて予め測定した前記入
浴者の深部体温の日内変動において最高温度になる時刻もしくはその近傍の時刻を入浴時
刻として提示するように構成されている請求項１又は２に記載の入浴情報システム。
【請求項４】
　前記入浴者の深部体温の日内変動を測定する日内変動測定手段として、前記入浴者に携
帯可能で前記入浴者の耳、舌下、及び腋下のうち何れかの温度を測定可能な体温測定器が
設けられ、
　前記提示手段が、前記深部体温測定手段にて測定される前記入浴者の深部体温が予め設
定した許容上限温度を超えるか、あるいは、その入浴者の深部体温の上昇量が０.５℃以
上１.０℃以下を超えると、出湯を促す情報を提示するように構成されている請求項１～
３のいずれか一項に記載の入浴情報システム。
【請求項５】
　前記入浴者の心拍数を測定する心拍数測定手段として浴室の壁部に前記入浴者の心電図
信号を得る浴槽心電計が設けられ、
　前記提示手段が、前記心拍数測定手段にて測定される前記入浴者の心拍数の上昇速度と
前記入浴者の深部体温の上昇速度との相関関係から、前記入浴者の深部体温の上昇時間を
推定し、その深部体温の上昇時間の推定に基づいて、出湯タイミングを提示するように構
成されている請求項１～４のいずれか一項に記載の入浴情報システム。
【請求項６】
　入浴者の体脂肪率を測定する体脂肪率測定手段が設けられ、
　前記提示手段が、前記体脂肪率測定手段の測定情報に基づいて、前記入浴条件として、
前記入浴時間を提示するように構成されている請求項１～５のいずれか一項に記載の入浴
情報システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、睡眠障害を改善、防止するための入浴情報システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　ストレス社会や高齢化社会の進展に伴い、熟睡できない、睡眠途中でよく目覚める、眠
れないなどの睡眠障害の人が増加している。例えば、成人の日本人の５人に１人が何らか
の睡眠障害の症状を抱えているとの報告もある。
　ところで、睡眠に対する入浴の効用について、一般的には入眠前にぬるめのお湯で半身
浴、長時間入浴するのがよいと言われているが、第26回日本睡眠学会定期学術講演会の発
表「就床２時間半前のＢｏｄｙ　ｈｅａｔｉｎｇが徐波睡眠に与える影響」において、深
部体温の日内変動の最高温度付近（ほぼ就床２時間半前に位置している）で、入浴と温水
シャワー（Ｂｏｄｙ　ｈｅａｔｉｎｇの手段）により体温を適度に（具体的には０．５～
１．０°Ｃ程度）上昇させると、徐波睡眠の長さが伸びて、睡眠の質が改善されるという
結果が報告されている。
【０００３】
　即ち、図４に示すように、深部体温は、明け方が最も低く、夕方から夜が最も高くなる
ように日内変動し、その変動の振幅Ｈは、睡眠の質（熟睡度合）と関係があり（振幅Ｈが
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大きいほど熟睡度合が高い）、また、若年者ほど大きく、高齢者ほど小さい傾向にある。
そして、上述のように深部体温の日内変動の最高温度Ｔｍａｘ付近で入浴等により体温を
適度に上げてやると、深部体温の変動の振幅が大きくなり（最低温度が下がり）、睡眠の
質が向上する。ただし、体温の上昇値が大き過ぎると、逆に睡眠の質を悪化させる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、従来では、一般の入浴者が深部体温の日内変動と睡眠の質との関係を利
用し、入浴により睡眠障害を改善、防止しようとしても、深部体温の日内変動における最
高温度付近を適正値（０.５℃以上１.０℃以下の値。以下、適正値は、この値を指すこと
とする。）上昇させるための入浴時間、入浴時刻、入浴時の湯温等の入浴条件をどのよう
に設定すればよいかの判断が難しく、深部体温の日内変動と睡眠の質との関係を利用して
睡眠障害の改善、防止を実行することが困難であった。
【０００５】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、一般の入浴者が、深部
体温の日内変動と睡眠の質との関係を利用して、入浴によって睡眠障害を改善、防止する
ために便利に使用することができる入浴情報システムを提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　この目的を達成するための本発明に係る入浴情報システムの第一の特徴構成は、請求項
１に記載した如く、ガス燃焼式の給湯部と、前記給湯部の運転を制御するためのコントロ
ーラとを有する給湯機を備え、前記コントローラと通信可能に接続されるリモコンとを備
えた入浴情報システムであって、
　前記リモコンにおいて、入浴時の湯量と湯温又は入浴時間を設定可能であると共に、入
浴時間が標準値である標準入浴コースと前記入浴時間が前記標準値とは異なる他の入浴コ
ースとを含む複数の入浴コースから選択される一の入浴コースを設定可能に構成されて、
前記リモコンが入浴情報設定手段として働くとともに、
　前記リモコンにおいて、前記入浴情報設定手段で設定される設定情報に基づいて、
　前記設定情報として前記入浴時の湯量と湯温が設定された場合に、入浴条件として、入
浴者の深部体温の日内変動における最高温度付近を０.５℃以上１.０℃以下上昇させる入
浴時間を提示し、
　前記設定条件として前記入浴時間が設定された場合に、入浴条件として、入浴者の深部
体温の日内変動における最高温度付近を０.５℃以上１.０℃以下上昇させる入浴時の湯量
と湯温を提示し、
　前記設定情報として前記入浴コースが設定された場合に、入浴条件として、入浴者の深
部体温の日内変動における最高温度付近を０.５℃以上１.０℃以下上昇させる入浴時の湯
量と湯温と入浴時間との組合せを提示するように構成されて、前記リモコンが提示手段と
して働くように構成されている点にある。
【０００７】
　同第二の特徴構成は、請求項２に記載した如く、上記第一の特徴構成に加えて、就寝予
定時刻又は起床予定時刻を入力する睡眠時刻入力手段が設けられ、
　前記提示手段が、前記睡眠時刻入力手段の入力情報に基づいて、前記入浴条件として入
浴時刻を提示するように構成されている点にある。
【０００８】
　同第三の特徴構成は、請求項３に記載した如く、上記第一又は第二の特徴構成に加えて
、前記入浴者の深部体温の日内変動を測定する日内変動測定手段として、前記入浴者に携
帯可能で前記入浴者の耳、舌下、及び腋下のうち何れかの温度を測定可能な体温測定器が
設けられ、
　前記提示手段が、前記入浴条件として、前記日内変動測定手段にて予め測定した前記入
浴者の深部体温の日内変動において最高温度になる時刻もしくはその近傍の時刻を入浴時
刻として提示するように構成されている点にある。
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【０００９】
　同第四の特徴構成は、請求項４に記載した如く、上記第一から第三のいずれかの特徴構
成に加えて、前記入浴者の深部体温の日内変動を測定する日内変動測定手段として、前記
入浴者に携帯可能で前記入浴者の耳、舌下、及び腋下のうち何れかの温度を測定可能な体
温測定器が設けられ、
　　前記提示手段が、前記深部体温測定手段にて測定される前記入浴者の深部体温が予め
設定した許容上限温度を超えるか、あるいは、その入浴者の深部体温の上昇量が０.５℃
以上１.０℃以下を超えると、出湯を促す情報を提示するように構成されている点にある
。
【００１０】
　同第五の特徴構成は、請求項５に記載した如く、上記第一から第四のいずれかの特徴構
成に加えて、前記入浴者の心拍数を測定する心拍数測定手段として浴室の壁部に前記入浴
者の心電図信号を得る浴槽心電計が設けられ、
　前記提示手段が、前記心拍数測定手段にて測定される前記入浴者の心拍数の上昇速度と
前記入浴者の深部体温の上昇速度との相関関係から、前記入浴者の深部体温の上昇時間を
推定し、その深部体温の上昇時間の推定に基づいて、出湯タイミングを提示するように構
成されている点にある。
【００１１】
　同第六の特徴構成は、請求項６に記載した如く、上記第一から第五のいずれかの特徴構
成に加えて、入浴者の体脂肪率を測定する体脂肪率測定手段が設けられ、前記提示手段が
、前記体脂肪率測定手段の測定情報に基づいて、前記入浴条件として、前記入浴時間を提
示するように構成されている点にある。
【００１２】
　以下、作用並びに効果について説明する。
【００１３】
　同第一の特徴構成によれば、入浴時の湯量と湯温、入浴時間、及び、入浴時の湯量と湯
温又は入浴時間を設定可能であると共に、入浴時間が標準値である標準入浴コースと前記
入浴時間が前記標準値とは異なる他の入浴コースとを含む複数の入浴コースから選択され
る一の入浴コースのうちのいずれかを設定する入浴情報設定手段の設定情報に基づいて、
入浴者の深部体温の日内変動における最高温度付近を、前記入浴者の睡眠を改善するのに
適する適正値上昇させる入浴条件を提示する提示手段が、深部体温の日内変動における最
高温度付近を前記入浴者の睡眠を改善するのに適する適正値上昇させるための入浴条件と
して、入浴時の湯量と湯温が設定された場合には前記入浴者の睡眠を改善するのに適する
適正値上昇させる入浴時間が提示され、入浴時間が設定された場合には入浴時の湯量と湯
温が提示され、入浴コースが設定された場合には、前記入浴者の睡眠を改善するのに適す
る適正値上昇させる入浴時の湯量と湯温と入浴時間の組み合わせが提示される。
　すなわち、提示される入浴時間の条件で入浴することにより、設定した湯量及び湯温の
条件に適合した状態で、深部体温の日内変動における最高温度付近を適正値上昇させるこ
とができ、提示される湯量と湯温の条件で入浴することにより、設定した入浴時間の条件
に適合した状態で、深部体温の日内変動における最高温度付近を適正値上昇させることが
でき、提示される湯量と湯温と入浴時間の条件で入浴することにより、深部体温の日内変
動における最高温度付近を適正値上昇させることができる。
　従って、入浴者が設定した湯量と湯温に応じて入浴時間を調整するか、入浴者が設定し
た入浴時間に応じて湯量と湯温を調整するか、あるいは、入浴者が湯量と湯温と入浴時間
を調整して、深部体温の日内変動における最高温度付近を適正値上昇させるようにするの
で、入浴者が所望の入浴状態で入浴できるようにしながら、入浴によって睡眠障害を改善
、防止するために便利に使用できる入浴情報システムが提供される。
【００１４】
　同第二の特徴構成によれば、就寝予定時刻又は起床予定時刻を入力する睡眠時刻入力手
段の入力情報に基づいて、深部体温の日内変動における最高温度付近を適正値上昇させる
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ための入浴条件として、入浴時刻が提示される。
　すなわち、提示された入浴時刻に入浴した後、入力した就寝予定時刻に就寝することに
より、又は、提示された入浴時刻に入浴した後、就寝し、入力した起床予定時刻に起床す
ることにより、深部体温の日内変動における最高温度付近を適正値上昇させることができ
る。
　従って、入浴者が入力する就寝予定時刻又は起床予定時刻に応じて入浴時刻を調整して
、深部体温の日内変動における最高温度付近を適正値上昇させるようにするので、所望の
時刻に就寝し又は所望の時刻に起床できるようにしながら、入浴によって睡眠障害を改善
、防止するために便利に使用できる入浴情報システムが提供される。
【００１５】
　同第三の特徴構成によれば、深部体温の日内変動における最高温度付近を適正値上昇さ
せるための入浴条件として、日内変動測定手段によって予め測定した入浴者の深部体温の
日内変動において最高温度になる時刻もしくはその近傍の時刻が入浴時刻として提示され
る。
　すなわち、入浴者が提示された入浴時刻に入浴すると、その入浴者自身について予め測
定した深部体温の日内変動における最高温度になる時刻もしくはその近傍の時刻に入浴す
ることになり、深部体温の日内変動における最高温度付近を適正値上昇させることができ
る。
　従って、入浴者について測定した深部体温の日内変動に応じて入力時刻を調整して、深
部体温の日内変動における最高温度付近を適正値上昇させるようにするので、深部体温の
日内変動に個人差がある場合でも、入浴者に固有の深部体温の日内変動に的確に対応しな
がら、入浴によって睡眠障害を改善、防止するために便利に使用できる入浴情報システム
が提供される。
【００１６】
　同第四の特徴構成によれば、深部体温測定手段にて測定される入浴者の深部体温が予め
設定した許容上限温度を超えるか、あるいは、その入浴者の深部体温の上昇量が適正値を
超えると、前記提示手段によって、出湯を促す情報が提示される。
　すなわち、深部体温の上昇量が適正値に達したときに出湯させると入浴者に適正な加熱
作用が与えられるが、上昇量が適正値を超えたり、入浴者の深部体温が許容上限温度を超
えた状態で入浴させると、入浴者に過大な加熱作用（Ｂｏｄｙ　ｈｅａｔｉｎｇ）を与え
て、却って睡眠の質を低下させるおそれがあるので、過大な加熱作用を回避させるために
入浴者に対して出湯を促すのである。
　従って、深部体温の日内変動における最高温度付近を適正値上昇させるための入浴条件
に従って入浴しているときに、入浴者の深部体温の測定に基づいて入浴者に過大な加熱作
用を与えることを回避させるので、入浴によって睡眠障害を改善、防止するために一層好
適に使用できる入浴情報システムが提供される。
【００１７】
　同第五の特徴構成によれば、前記提示手段によって、心拍数測定手段にて測定される入
浴者の心拍数の上昇時間に基づいて入浴者の深部体温の上昇時間が推定され、その深部体
温の上昇時間の推定に基づいて出湯タイミングが提示される。
　すなわち、入浴者の心拍数の上昇と深部体温の上昇とは相関しているので、心拍数の上
昇時間から深部体温の上昇時間を推定することができ、その推定した深部体温の上昇時間
から、入浴者に過大な加熱作用（Ｂｏｄｙ　ｈｅａｔｉｎｇ）を与えて睡眠の質を低下さ
せることにならないように、入浴者に対して出湯タイミングを提示するのである。
　従って、深部体温の日内変動における最高温度付近を適正値上昇させるための入浴条件
に従って入浴しているときに、入浴者の深部体温を測定する代わりに、心拍数の測定に基
づいて入浴者に過大な加熱作用を与えることを回避させるので、入浴によって睡眠障害を
改善、防止するために一層好適に使用できる入浴情報システムが提供される。
　特に、入浴者の深部体温を測定する手段では、入浴者の体に測定部を装着する不利があ
るが、心拍数の測定手段では例えば浴槽の内壁に設けた電極によって得られる心電図信号
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に基づいて心拍数を測定できて、入浴者の体に測定部を装着する不利がない。
【００１８】
　同第六の特徴構成によれば、前記提示手段によって、体脂肪率測定手段にて測定された
入浴者の体脂肪率の測定情報に基づいて、深部体温の日内変動における最高温度付近を適
正値上昇させるための入浴条件として、入浴時間が提示される。
　すなわち、体脂肪率が大きいと入浴時に暖まり難いので、入浴者が提示された入浴時間
の条件で入浴することにより、入浴者の体脂肪率に適合した状態で、深部体温の日内変動
における最高温度付近を適正値上昇させることができる。
　従って、入浴者の体脂肪率に応じて入浴時間を調整して、深部体温の日内変動における
最高温度付近を適正値上昇させるようにするので、入浴者の体脂肪率に適合しながら、入
浴によって睡眠障害を改善、防止するために便利に使用できる入浴情報システムが提供さ
れる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
〔第１実施形態〕
　本発明に係る入浴情報システムの第１実施形態について図面に基づいて説明する。
　図１に示すように、給湯路６を通して浴槽５に給湯する給湯機Ｋに、ガス燃焼式のバー
ナからなる給湯部１と、その給湯部１の運転を制御するためのコントローラ２が設けられ
、さらに、そのコントローラ２に、浴槽５内の水位を検出するための水位センサ７が接続
されるとともに、風呂リモコン３及び台所リモコン４が夫々通信可能に接続されて、自動
給湯風呂が構成されている。尚、風呂リモコン３は、浴室８の横壁に設置されている。
【００２０】
　風呂リモコン３には、図２及び図３に示すように、前記コントローラ２と通信自在に接
続された制御部３０が設けられ、この制御部３０に、各種の情報を表示する表示部３１、
スピーカー３２、アップダウン式の変更キー３３、個人選択ボタン３４、運転スイッチ３
５、自動湯張りスイッチ３６、情報記憶用の不揮発性メモリ３７等が接続されている。上
記個人選択ボタン３４は、複数の個人としてＡ，Ｂ，Ｃを夫々特定できるように、３つの
ボタンＡ，Ｂ，Ｃからなる。尚、図示は省略するが、前記台所リモコン４も、上記風呂リ
モコン３と同様に構成されている。
【００２１】
　この自動給湯風呂では、深部体温の日内変動（図４参照）における最高温度付近を適正
値上昇させるための入浴条件（以後、適正入浴条件と称す）を提示する提示手段１０１が
、浴室９に設けられている。上記適正値は、具体的には、０．５℃～１．０℃の値であり
、前記風呂リモコン３を利用して、上記提示手段１０１が構成されている。以下、上記適
正入浴条件について例示して説明する。
【００２２】
（１）第１の例では、入浴時の湯量と湯温、入浴時間、及び、入浴コースのうちのいずれ
かを設定する入浴情報設定手段１０２が設けられ、前記提示手段１０１が、その入浴情報
設定手段１０２の設定情報に基づいて、入浴時の湯量と湯温が設定された場合に前記適正
入浴条件として入浴時間を提示し、入浴時間が設定された場合に前記適正入浴条件として
入浴時の湯量と湯温を提示し、入浴コースが設定された場合に前記適正入浴条件として、
入浴時の湯量と湯温と入浴時間の組み合わせを提示するように構成されている。
【００２３】
　具体的には、上記入浴情報設定手段１０２は、前記風呂リモコン３の変更キー３３にて
構成され、この変更キー３３を操作しながら表示部３１によって、入浴情報（湯量と湯温
、入浴時間、及び、入浴コースのいずれか）の各値を確認して設定する。また、図５（イ
）（ロ）（ハ）に夫々示すように、前記風呂リモコン３の不揮発性メモリ３７に、湯量と
湯温をパラメータとしたときの入浴時間のデータ、入浴時間をパラメータとしたときの湯
量と湯温のデータ、及び、コース別の湯量と湯温と入浴時間のデータがテーブル形式で記
憶されている。
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【００２４】
　因みに、図５（イ）の入浴時間のデータテーブルでは、湯量が多いほど、また、湯温が
高いほど加熱作用（Ｂｏｄｙ　ｈｅａｔｉｎｇ）が大きくなるので、湯量が多いほど、ま
た、湯温が高いほど入浴時間は短くなっている。そして、設定された湯量と湯温に対応す
る入浴時間のデータが不揮発性メモリ３７から読み出されて、例えば「入浴時間３０分」
や「残りの入浴時間１５分」などの文字表示で前記表示部３１に表示されるか、あるいは
、提示された入浴時間が経過すると、前記スピーカー３２により出湯を促す音声を鳴らす
等して、入浴者に知らせる。
　また、図５（ロ）の湯量と湯温のデータテーブルでは、入浴時間が長いほど、湯量を少
なくし、湯温を低くして、長湯したときでも前記適正入浴条件が維持されるように設定し
ている。さらに、図５（ハ）のコース別の湯量と湯温と入浴時間のデータテーブルでは、
湯温が高めで、湯量が多く（全身浴）、入浴時間が短い「迅速入浴コース」Ｃ１と、湯温
が低めで、湯量が少なく（半身浴）、入浴時間が長い「ゆったり入浴コース」Ｃ３と、両
コースの中間に位置し、湯温、湯量、入浴時間の各値が標準値である「標準入浴コース」
Ｃ２の３つのコース設定が例示されている。
【００２５】
（２）第２の例では、就寝予定時刻又は起床予定時刻を入力する睡眠時刻入力手段１０３
が設けられ、前記提示手段１０１が、その睡眠時刻入力手段１０３の入力情報（就寝予定
時刻又は起床予定時刻）に基づいて、前記適正入浴条件として、入浴時刻を提示するよう
に構成されている。具体的には、上記睡眠時刻入力手段１０３は、前記風呂リモコン３の
変更キー３３にて構成され、この変更キー３３を操作しながら表示部３１によって就寝予
定時刻又は起床予定時刻を確認して入力する。そして、就寝予定時刻又は起床予定時刻に
対応する入浴時刻が、例えば「入浴時刻午後９時０分」などの文字表示で前記表示部３１
に表示される。
【００２６】
　就寝予定時刻が入力された場合は、図６（イ）に示すように、就寝予定時刻の２時間半
前が入浴時刻となる。ただし、深部体温の日内変動における最高温度付近から大きく離れ
た時点で入浴すると、加熱作用（Ｂｏｄｙ　ｈｅａｔｉｎｇ）による睡眠の改善効果が小
さいので、入浴時刻は午後７時～１１時の範囲で提示され、入浴時刻がこの範囲から外れ
るときは、提示不可又は再入力が表示される。
　起床予定時刻が入力された場合は、図６（ロ）に示すように、起床予定時刻から標準睡
眠時間（７時間）前が就寝時刻になり、この就寝時刻の２時間半前が入浴時刻となる。こ
の場合も上記と同様に、睡眠の改善効果を考慮して、入浴時刻は午後７時～１１時の範囲
で提示され、入浴時刻がこの範囲から外れるときは、提示不可又は再入力が表示される。
【００２７】
（３）第３の例では、入浴者の属性情報を入力する属性情報入力手段１０４が設けられ、
前記提示手段１０１が、その属性情報入力手段１０４の入力情報（入浴者の属性情報）に
基づいて、前記適正入浴条件として、湯量、湯温、入浴時間及び入浴時刻を提示するよう
に構成されている。具体的には、上記属性情報入力手段１０４は、前記風呂リモコン３の
個人選択ボタン３４にて構成され、この個人選択ボタン３４の３つのボタンＡ，Ｂ，Ｃの
うち所定のボタンを押すと、その特定された個人の属性情報が前記不揮発性メモリ３７か
ら読み出され、入浴者の属性情報として入力される。入浴者の属性情報としては、年齢、
性別、体重、体型（太めの体型、細身の体型など）、体脂肪率の各情報が不揮発性メモリ
３７に記憶されている。
【００２８】
　さらに、前記不揮発性メモリ３７に、入浴者の属性（年齢、性別、体重、体型、体脂肪
率）情報をパラメータとしたときの、湯量、湯温、入浴時間及び入浴時刻の各データがテ
ーブル形式で記憶され、これらのデータテーブルから、入力された入浴者の属性情報に対
応する湯量、湯温、入浴時間及び入浴時刻の各データを読み出して、例えば、「湯量２０
０リットル、湯温４１℃、入浴時間２０分、入浴時刻午後９時」等の文字表示で前記表示
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部３１に表示する。あるいは、別の表示として、上記入浴者の属性情報に対応する湯量、
湯温、入浴時間の範囲内で、「湯温が高めで、全身浴で、入浴時間が短い迅速入浴コース
」や、「湯温が低めで、半身浴で、入浴時間が長いゆったり入浴コース」等の入浴コース
を選択できるメニュー形式の表示でもよい。
【００２９】
〔第２実施形態〕
　次に、本発明に係る入浴情報システムの第２実施形態について説明する。
　この第２実施形態では、深部体温の日内変動を測定する日内変動測定手段１０５が設け
られ、深部体温の日内変動（図４参照）における最高温度付近を適正値上昇させるための
入浴条件（適正入浴条件と称す）を提示する提示手段１０１が、前記適正入浴条件として
、前記日内変動測定手段１０５にて予め測定した入浴者の深部体温の日内変動において最
高温度になる時刻もしくはその近傍の時刻を入浴時刻として提示するように構成されてい
る。
　具体的には、図７～図９に示すように、人体の耳に装着される携帯式の体温測定器２０
と、浴室８の壁部に設置された表示器２２とが設けられ、前記日内変動測定手段１０５が
上記体温測定器２０にて構成され、前記提示手段１０１が上記表示器２２にて構成されて
いる。
【００３０】
　体温測定器２０は、耳に接触した状態で体温を測定し、その測定した温度値を所定時間
毎に記録する機能を有している。深部体温の日内変動を記録するために、最低３０分毎に
１日間測定し、深部体温の日内変動データを記録した後、着脱式の信号ケーブル２１を介
して体温測定器２０を表示器２２に接続して、体温記録データを表示器２２に入力する。
そして、表示器２２の表示画面に、上記深部体温の日内変動データにおける最高温度の時
刻に対応する入浴時刻の情報を「入浴時刻午後９時」等の文字で表示する。
【００３１】
　なお、上記体温測定器２０は耳に装着するタイプではなく、舌下式の体温測定器や、腋
の下の体温を測る体温測定器でもよい。
【００３２】
〔第３実施形態〕
　次に、本発明に係る入浴情報システムの第３実施形態について説明する。
　この第３実施形態では、入浴者の深部体温を測定する深部体温測定手段１０６が設けら
れ、前記提示手段１０１が、前記深部体温測定手段１０６にて測定される入浴者の深部体
温が予め設定した許容上限温度を超えるか、あるいは、その入浴者の深部体温の上昇量が
適正値を超えると、出湯を促す情報を提示するように構成されている。
【００３３】
　具体的には、第２実施形態と同様の体温測定器２０及び表示器２２を備えて、上記深部
体温測定手段１０６が前記体温測定器２０にて構成され、前記提示手段１０１が前記表示
器２２にて構成され、さらに、図１０に示すように、体温測定器２０が送信部２０Ａを内
蔵し、表示器２２が受信部２２Ａを内蔵している。入浴者は上記体温測定器２０を耳に装
着した状態で入浴する。そして、入浴者の深部体温の上昇量が適正値を超えると、体温測
定器２０の送信部２０Ａから表示器２２の受信部２２Ａに第１警報信号が送信され、入浴
者の深部体温が許容上限温度を超えると、上記送信部２０Ａから受信部２２Ａに第２警報
信号が送信され、各警報信号を受けて、表示器２２が出湯を促す情報を表示画面に表示す
る。
　上記許容上限温度としては例えば３８．５℃が設定され、上昇量の適正値としては、例
えば１．０℃が設定される。出湯を促す情報としては、第１警報のときは「そろそろ風呂
から上がりましょう。」等の文字が表示され、第２警報のときは「直ぐに風呂から上がり
ましょう。」等の文字が表示される。同時に、表示器２２に内蔵したブザー（図示しない
）の作動音によって入浴者に警報する。
【００３４】
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〔第４実施形態〕
　次に、本発明に係る入浴情報システムの第４実施形態について説明する。
　この第４実施形態では、入浴者の心拍数を測定する心拍数測定手段１０７が設けられ、
前記提示手段１０１が、前記心拍数測定手段１０７にて測定される入浴者の心拍数の上昇
時間に基づいて、入浴者の深部体温の上昇時間を推定し、その深部体温の上昇時間の推定
に基づいて出湯タイミングを提示するように構成されている。
【００３５】
　具体的には、図１１及び図１２に示すように、入浴者の心電図信号を得るための浴槽心
電計１５と、浴室の壁部に設置される表示器１３が設けられている。そして、この表示器
１３は制御部を内蔵しており、上記心拍数測定手段１０７と提示手段１０１が表示器１３
を利用して構成されている。すなわち、浴槽心電計１５にて得られた心電図信号が表示器
１３に入力され、表示器１３内で、その心電図信号に基づいて入浴者の心拍数が測定され
る。
　上記浴槽心電計１５には、浴槽５の内壁部に設置された複数の心電図電極１０と、その
複数の心電図電極１０に現れる電気信号から心電図信号を生成処理する心電図信号生成手
段１１と、心電図信号生成手段１１にて生成された心電図信号に対して所定の信号処理を
行う信号処理手段１２とを備えている。
【００３６】
　複数の心電図電極１０は４つの電極１０ａ～１０ｄからなり、各電極１０ａ～１０ｄは
浴槽５の内壁面の湯水に漬かる所定位置に各別に設置される。具体的には、第１の電極１
０ａが入浴者の右腕付け根外側に近い位置に、第２の電極１０ｂが入浴者の左腕付け根外
側に近い位置に、第３の電極１０ｃが入浴者の左足付け根外側に近い位置に、第４の電極
１０ｄが入浴者の右足付け根外側に近い位置に、夫々設置されている。そして、上記各電
極１０ａ～１０ｄに、浴槽内の湯水を介して形成される導電経路によって、入浴者の各対
応する部位の表面電位が誘導される。
【００３７】
　心電図信号生成手段１１は、基本的には、上記各電極１０ａ～１０ｄに誘導される電気
信号を組み合せて、その組み合わせた信号同士の差信号を求める複数の差動増幅器を備え
ている。信号処理手段１２は、心電図信号生成手段１１にて生成された心電図信号に対し
て、浴槽５内での湯水の動きや入浴者の体の動き等に起因して発生する低周波の基線動揺
成分を除去し、この基線動揺除去後の心電図信号を浴槽心電計１５の出力信号として出力
する。
　前記心拍数測定手段１０７は、浴槽心電計１５の心電図信号から、Ｐ波、Ｑ波、Ｒ波、
Ｓ波、Ｔ波、ＱＲＳ群等の特徴的信号成分の中の特定の信号波を抽出し、その特定の信号
波に含まれる心電情報を更に抽出する。具体的には、図１３に示すように、Ｒ波を抽出し
て、その発生時相を検出し、その発生間隔から心拍数及びその時間変動を計測する。尚、
心拍数を計測する目的のためには、４つの電極１０ａ～１０ｄを設ける必要はなく、人体
を挟む位置に少なくとも一対の電極を設ければよい。
【００３８】
　上記心拍数の変化について説明すると、図１４に示すように、入浴動作を継続するに伴
って副交感神経が優位になると心拍数は下降するが、その後、体の芯が温まってくると、
心拍数は上昇する。すなわち、深部体温が上昇することと心拍数が上昇することとは、相
関関係にある。そこで、心拍数の上昇時間（上昇カーブＰ）から深部体温の上昇時間（上
昇カーブｔ）を推定する（予測する）ことが可能であるので、深部体温の上昇値ΔＴが例
えば許容上昇値（１．０℃）に達するまでの時間ｄ（分）を求めて、その時間ｄ（分）に
基づいて出湯タイミングを提示する。出湯タイミングの情報としては、表示器１３の表示
画面に、「３分後に風呂から上がりましょう。」等の文字が表示される。
【００３９】
〔第５実施形態〕
　次に、本発明に係る入浴情報システムの第５実施形態について説明する。
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　この第５実施形態では、入浴者の体脂肪率を測定する体脂肪率測定手段１０８が設けら
れ、前記提示手段１０１が、前記体脂肪率測定手段１０８の測定情報に基づいて、前記入
浴条件として、入浴時間を提示するように構成されている。
【００４０】
　具体的には、前述の自動給湯風呂の構成（図１参照）を備え、さらに、図１５に示すよ
うに、前記風呂リモコン３の制御部３０を利用して、上記体脂肪率測定手段１０８が構成
されている。以下、この体脂肪率測定手段１０８による体脂肪率の測定について説明する
。
　先ず、入浴者の入浴に伴う浴槽５内の水位上昇に基づいて入浴者の頭部を除く体積を計
測する。図１６に示すように、全身浴状態で入浴するように湯張りしたときの水位がｓ１
で、肩まで入浴して上昇した水位がｓ２であれば、その水位の差（ｓ２－ｓ１）に浴槽の
平均断面積を掛けて得られる体積が、頭部を除く体積として計測される。
【００４１】
　そして、入浴者の身長及び体重データ（このデータは予め入力されている）と、入浴者
の頭部を除く体積データとに基づいて、体脂肪率を求める。以下、この算出手順について
説明する。
（１）入浴者の頭部体積を求める。
　具体的には、日本人のサイズに関するデータベースを利用して年齢から頭囲・頭幅・頚
囲・顔長を求め、更に、これらのデータから、以下の式に基づいて頭部体積を推定する。
【００４２】
【数１】
男性の頭部体積＝０．１８４×頭囲＋０．０８７×頭幅＋０．０９５×頚囲
　　　　　　　－１１．１１３（ｃｍ3）
女性の頭部体積＝０．１５７×頭囲－０．０５１×頭幅＋０．０３３×顔長
　　　　　　　－４．８３７（ｃｍ3）
【００４３】
（２）通常の呼吸時に体内に残っている平均空気量を求める。
　具体的には、人体計測データベースを利用し、肺活量と、年齢、身長から、上記空気量
を推定する。なお、肺活量の値は、人体計測データベースを利用して、年齢、身長、体重
等から推定する。
（３）体比重を求める。
【００４４】
【数２】
体比重＝体重÷〔前記生体データ計測手段１０１にて、肩まで入浴したときの
　　　水位上昇から求めた頭部を除く体積＋（１）で推定した頭部体積－
　　　（２）で推定した空気量〕
【００４５】
（４）体脂肪率を求める。以下のＢｒｏｚｅｋの推定式を用いる。
【００４６】
【数３】
体脂肪率＝〔（４．５７０／（３）で求めた体比重）－４．１４２〕×１００
【００４７】
　一般に体脂肪率が高いほど入浴時に暖まり難いので、体脂肪率が高い入浴者の場合は長
い入浴時間を提示し、体脂肪率が低い入浴者の場合は短い入浴時間を提示する。そして、
この体脂肪率と入浴時間との対応データが、前記風呂リモコン３の不揮発性メモリ３７に
テーブル形式で記憶されている。
　そして、測定された入浴者の体脂肪率に対応する入浴時間のデータが上記不揮発性メモ
リ３７から読み出されて、例えば「入浴時間２０分」などの文字表示で前記風呂リモコン
３の表示部３１に表示される。
【００４８】
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〔別実施形態〕
　以下に別実施形態を説明する。
　上記実施形態では、提示手段１０１を浴室８に設けたが、浴室８の近傍箇所、例えば、
浴室８の入口や脱衣室等に設けてもよい。
【００４９】
　上記第１及び第５実施形態では、提示手段１０１を自動給湯風呂に設置した風呂リモコ
ン３を利用して構成したが、風呂リモコン３を利用せずに、第２～第４実施時形態のよう
に、専用の表示器にて構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　第１実施形態に係る入浴情報システムを備えた自動給湯風呂の全体構成図
【図２】　第１実施形態に係る風呂リモコンの制御ブロック図
【図３】　第１実施形態に係る風呂リモコンの正面図
【図４】　深部体温の日内変動を示すグラフ
【図５】　各種設定情報に対する適正入浴条件のデータテーブルを示す図
【図６】　就寝予定時刻又は起床予定時刻から入浴時刻を求める手順の説明図
【図７】　第２実施形態に係る入浴情報システムの制御ブロック図
【図８】　第２実施形態に係る携帯式の体温測定器及びその装着状態を示す側面図
【図９】　第２実施形態に係る入浴情報システムを示す側面図
【図１０】　第３実施形態に係る入浴情報システムを示す側面図
【図１１】　第４実施形態に係る入浴情報システムの制御ブロック図
【図１２】　第４実施形態に係る浴槽の斜視図
【図１３】　心電図信号の波形図
【図１４】　心拍数と深部体温の相関を示すタイムチャート
【図１５】　第５実施形態に係る入浴情報システムの要部を示す制御ブロック図
【図１６】　第５実施形態に係る入浴状態を示す側面図
【符号の説明】
　８　　　　　浴室
　１０１　　　提示手段
　１０２　　　入浴情報設定手段
　１０３　　　睡眠時刻入力手段
　１０４　　　属性情報入力手段
　１０５　　　日内変動測定手段
　１０６　　　深部体温測定手段
　１０７　　　心拍数測定手段
　１０８　　　体脂肪率測定手段
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